
平成２２年深川市議会 
意見案 第  １ 号 
 

食料供給力の確保に必要な農業生産基盤整備の促進を求める意見書 
 
 上記議案を別紙のとおり、会議規則第１３条第２項の規定に基づき提出する。 
 
  平成２２年３月２４日 
 

                             経済建設常任委員会      



 

 

食料供給力の確保に必要な農業生産基盤整備の促進を求める意見書 

 

 国は、平成２２年度農業関係の予算編成において、戸別所得補償制度のモデル対策費に重点配分する一方

で、農業農村整備事業費（土地改良事業費）を大幅に削減した。 

 当市においても、先人の開墾や国営事業を始めとする農業農村整備事業により、今日では道内有数のコメ

生産を担う穀倉地帯として発展している。 

 農業農村整備事業の予算の縮減は、今後、地域の要望に即した排水対策や土層改良、区画整理などの農地

整備や、農業用水を安定的に確保するなどの農業水利施設の計画的な更新・整備に深刻な影響を与えること

となり、地域農業の生産性が低下していくことは明らかである。そしてそのことは、我が国の食料自給力を

さらに低下させるなど国民全体の不利益にもつながるものと危惧する。 

 昨年、本道は、多雨や低温、日照不足等の影響で多くの農作物に被害が発生いたしましたが、被害実態の

把握などのほ場調査を行った北海道農政部は、基盤整備を実施したほ場では収量の減少や品質の低下が大き

く抑制されたとする「基盤整備の有効性に関する調査報告」をまとめたところであり、本道における農業生

産基盤整備の重要性等を改めて確認した。 

 今後とも当市の基幹産業である農業が持続的に発展し、安全・安心な食料を国民に安定的に供給する役割

を担っていくためには、食料供給力の確保に必要な農地や農業水利施設の整備を継続的かつ安定的に実施す

ることが不可欠である。 

 国の責務と地方の適切な役割分担を踏まえ、引き続き農地や農業水利施設の整備について国が積極的に関

与していくべきと考える。 

 よって、以下の事項を強く求める。 

 

記 

 

１．地域の要望に即した、農地や農業水利施設などの生産基盤整備の着実な推進に必要な予算枠を確保する 

  こと 

 

２．生産基盤整備の効果的・効率的な促進を図るため、ほ場条件にあった弾力的な整備やコストの縮減、地 

  元負担の軽減について配慮すること 

 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 

  平成２２年３月２４日 

 

                            北海道深川市議会      

 

提 出 先 

 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、農林水産大臣、北海道知事 

 

 

 



平成２２年深川市議会 

意見案 第  ２ 号 

 

子ども読書活動を推進するための予算確保を求める意見書 

 

 上記議案を別紙のとおり、会議規則第１３条第１項の規定に基づき提出する。 

 

  平成２２年３月２４日 

 

                      提出者 深川市議会議員 川 中   裕 

                          深川市議会議員 長 野   勉 

                          深川市議会議員 北 畑   透 

                          深川市議会議員 渡 辺 英 雄 

深川市議会議員 太 田 幸 一 

                          深川市議会議員 楠   理智子 

                          深川市議会議員 田 中 裕 章 

                          深川市議会議員 水 上 真由美 

深川市議会議員 北 名 照 美 

深川市議会議員 松 沢 一 昭 

  



 

 

子ども読書活動を推進するための予算確保を求める意見書 

 

 本年２０１０年は「国民読書年」である。「文字・活字文化振興法」の制定・施行５周年にあたる１０年、

政官民協力のもと国を挙げて読書の機運を高めようと、０８年６月に衆参両院全会一致で「国民読書年に関

する決議」が採択され、制定された。 

 １０年度政府予算案では、「子ども読書応援プロジェクト」事業（０９年度予算額１億５５０６万円）が

廃止され、その代わりに、子ども読書の普及啓発予算として４９００万円が計上されたものの、結果的に子

どもの読書活動の関連予算が大幅削減されている。 

 また、読み聞かせなどの読書活動を行うボランティア団体に助成金を支給している官民出資の「子どもゆ

め基金」も、政府出資金１００億円が全額国庫返納となり、事業の大幅な縮小を余儀なくされている。 

 このように、子どもの読書活動に関連する予算が大幅に削減されたことは大変に残念であり、地道に読書

活動を推進してきた学校やボランティア団体などからは驚きと不安の声が相次いでいる。 

 昨年１１月に発表された文部科学省の社会教育調査結果によると、全国の図書館が０７年度に小学生に貸

し出した本は登録者１人当たり３５．９冊と過去最多となり、１９７４年度の調査開始時（１６．５冊）に

比べて２．２倍に伸びている。この結果は、「子ども読書活動推進法」の制定（０１年）を機に、学校での

「朝の読書」や、家庭や地域、学校などでの「読み聞かせ」活動などが着実に根づいてきたこと、また国が

積極的に読書活動推進の事業を行ってきたことの表れといっても過言ではない。 

 子どもの読書は、言葉を学び、感性を磨き、論理的思考力や創造力などを高め、豊かな心を育むとともに、

様々な知識を得るなど、生きる力を養う上で欠かすことの出来ない活動であり、「政官民協力のもと国を挙

げてあらゆる努力を重ねる」という国会決議を真に履行し、子どもの読書活動を守り育てていくため、政府

は子どもの読書活動を推進するための十分な予算を確保するよう強く要望する。 

 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 

  平成２２年３月２４日 

 

北海道深川市議会      

 

提 出 先 

 内閣総理大臣、文部科学大臣 

 

 

  



平成２２年深川市議会 

意見案 第  ３ 号 

 

政治資金規正法の制裁強化を求める意見書 

 

 上記議案を別紙のとおり、会議規則第１３条第１項の規定に基づき提出する。 

 

  平成２２年３月２４日 

 

                      提出者 深川市議会議員 川 中   裕 

                          深川市議会議員 長 野   勉 

                          深川市議会議員 北 畑   透 

                          深川市議会議員 渡 辺 英 雄 

深川市議会議員 太 田 幸 一 

                          深川市議会議員 楠   理智子 

                          深川市議会議員 田 中 裕 章 

                          深川市議会議員 水 上 真由美 

深川市議会議員 北 名 照 美 

深川市議会議員 松 沢 一 昭 

  



 

 

政治資金規正法の制裁強化を求める意見書 

 

 政治資金をめぐる国会議員らの不祥事が発覚するたびに再発防止策が議論され、収支の公開方法や献金規

制の強化などの政治資金規正法改正が繰り返されてきた。しかし、本年１月、政治資金規正法違反で現職国

会議員を含む秘書らが逮捕される事件が再び起き、極めて遺憾なことである。 

 国民の政治不信を招く「政治とカネ」の問題を断ち切るために、再発防止に向けた法整備にしっかり取り

組むことが強く求められている。特に、「秘書が勝手にやったことで自分は知らない」と、議員自らが責任

をとろうとせず、会計責任者が不正行為を働いた場合には監督責任のある政治家が責任を取る具体的な仕組

みを作る必要がある。 

 現行法では、国会議員など政治団体の代表者が「会計責任者の選任及び監督」について「相当の注意を怠

ったときは、５０万円以下の罰金に処する」と規定されているが、実際に会計責任者が収支報告書の虚偽記

載などの不正を犯した場合、その人を会計責任者に選ぶ段階で「相当の注意を怠った」と立証するのは困難

であり、実効性に欠けると言わざるを得ない。 

 従って、会計責任者の「選任及び監督」を「選任又は監督」に変更し、政治団体の代表者が会計責任者の

監督についてだけでも「相当の注意」を怠れば、罰金刑を科せられる仕組みに改めるべきである。 

 政府におかれては、企業・団体献金の禁止と、より一層の制裁強化を図るため、秘書などの会計責任者が

違法行為を犯した場合に、監督責任のある国会議員の公民権（選挙権や被選挙権）を停止する政治資金規正

法改正案の今国会での成立を強く要望する。 

 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 

  平成２２年３月２４日 

 

北海道深川市議会      

 

提 出 先 

 内閣総理大臣、衆議院議長、参議院議長、総務大臣 

 

 

 

 

  



平成２２年深川市議会 

意見案 第  ４ 号 

 

改正貸金業法の早期完全施行等を求める意見書 

 

 上記議案を別紙のとおり、会議規則第１３条第１項の規定に基づき提出する。 

 

  平成２２年３月２４日 

 

                      提出者 深川市議会議員 川 中   裕 

                          深川市議会議員 長 野   勉 

                          深川市議会議員 北 畑   透 

                          深川市議会議員 渡 辺 英 雄 

深川市議会議員 太 田 幸 一 

                          深川市議会議員 楠   理智子 

                          深川市議会議員 田 中 裕 章 

                          深川市議会議員 水 上 真由美 

深川市議会議員 北 名 照 美 

深川市議会議員 松 沢 一 昭 



 

  

改正貸金業法の早期完全施行等を求める意見書 

 

 経済・生活苦での自殺者が年間７千人に達し、自己破産者も１８万人を超え、多重債務者が２００万人を

超えるなどの深刻な多重債務問題を解決するため、２００６年１２月に改正貸金業法が成立し、出資法の上

限金利の引下げ、収入の３分の１を超える過剰貸付契約の禁止（総量規制）などを含む同法が完全施行され

る予定である。 

 改正貸金業法成立後、政府は多重債務者対策本部を設置し、同本部は①多重債務相談窓口の拡充、②セー

フティネット貸付の充実、③ヤミ金融の撲滅、④金融経済教育を柱とする多重債務問題改善プログラムを策

定した。そして、官民が連携して多重債務対策に取り組んできた結果、多重債務者が大幅に減少し、２００

８年の自己破産者数も１３万人を下回るなど、着実にその成果を上げつつある。 

 他方、一部には、消費者金融の成約率が低下しており、借りたい人が借りられなくなっている、特に昨今

の経済危機や一部商工ローン業者の倒産などにより、資金調達が制限された中小企業者の倒産が増加してい

るなどを殊更に強調して、改正貸金業法の完全施行の延期や貸金業者に対する規制の緩和を求める論調があ

る。 

 しかしながら、１９９０年代における山一証券、北海道拓殖銀行の破綻などに象徴されるいわゆるバブル

崩壊後の経済危機の際は、貸金業者に対する不十分な規制の下に商工ローンや消費者金融が大幅に貸付を伸

ばし、その結果、１９８８年には自殺者が３万人を超え、自己破産者も１０万人を突破するなど多重債務問

題が深刻化した。 

 改正貸金業法の完全施行の先延ばし、金利規制などの貸金業者に対する規制の緩和は、再び自殺者や自己

破産者、多重債務者の急増を招きかねず許されるべきではない。今、多重債務者のために必要とされる施策

は、相談体制の拡充、セーフティネット貸付の充実及びヤミ金融の撲滅などである。 

 そこで、今般設置される消費者庁の所管ないし共管となる地方消費者行政の充実及び多重債務問題が喫緊

の課題であることも踏まえ、国に対し、以下の施策を求める。 

 

記 

 

１ 改正貸金業法を早期に完全施行すること。 

２ 自治体での多重債務相談体制の整備のため相談員の人件費を含む予算を十分確保するなど相談窓口の充 

  実を支援すること。 

３ 個人及び中小事業者向けのセーフティネット貸付をさらに充実させること。 

４ ヤミ金融を徹底的に摘発すること。 

 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 

  平成２２年３月２４日  

 

北海道深川市議会      

 

提 出 先 

 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、多重債務者対策本部長、金融担当大臣、消費者政策担当大臣、 

 厚生労働大臣、総務大臣、国家公安委員会委員長  


